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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設（障害児通所支援事業所）の 

使用制限の解除後の対応について 

 

 

このことについて、別添のとおり各障害児通所支援事業所あて通知しましたのでご承

知願います。 

なお、各指定障害児相談支援事業所におかれましては、関係市町村及び各障害児通所

支援事業所と連携いただき、児童のサービス利用の再開に係る調整等についてご配意を

お願いいたします。 
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